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１．要 旨 

附属機関の委員の選出区分に市議会議員や市の職員を含めることは、地方自治法の趣旨

（議決機関と執行機関を分立していること、職員は市長の補助機関であること）に照らして

不適当であることから、選出区分の見直しを行うとともに、より専門的な知見等を活用した 

調査審議を深めるために必要な関係行政機関の職員を委員に追加するため、改正を行うもの

である。 

 

（１） 主な改正点  

・委員構成のうち、「東大和市議会の議員 １人」及び「東大和市の職員 ３人以内」を削 

除し、「関係行政機関の職員 ４人以内」を「関係行政機関の職員 ６人以内」に改める。 

・その他所要の文言整理を行う。 

 

（２） 施行日 

 令和５年５月１日 

 

（３） 影響及び効果 

地方自治法の趣旨に沿った委員構成となる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 （１）文書課において審査済み。 

（２）令和４年１２月２３日開催の教育委員会定例会において報告済み。 

 ３．留意事項（問題点等） 

  特になし 

 

 
 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   

庁議終了後、令和５年第 1回東大和市議会定例会に議案として提出したい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


